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第１章　調査の概要

１．調査の目的

持続的な経済発展のためには、適切な産業政策の策定・実行が必要である。産

業政策策定に際しては、景気動向や当該産業の動向を的確に把握することが求

められる。今日の経済のグローバル化により、途上国においても、景気や産業

の動きが目まぐるしく変化するようになり、その動向を正確かつ迅速に把握す

ることが一層必要とされている。

品目ベースの工業生産、出荷、在庫の状況を表す生産動態統計及びこれを基に

作成される工業生産指数は、直近の景気の動向を判断する上で重要な経済デー

タであり、政府にとってマクロ経済政策策定・産業政策策定に不可欠な指標で

ある。また、企業の生産計画や設備投資計画の判断材料として、内外の投資家

の投資判断材料として、さらには、大学や研究者のさまざまな調査研究等に広

く活用されている。

フィリピンにおいても、信憑性、速報性を有した生産統計の整備は急務の課題

となっており、アジア経済危機以降、その必要性は更に高まっている。１９９

７年９月、鉱工業プロジェクト形成基礎調査団（派遣国：タイ、フィリピン）

を派遣した結果、同国における生産統計の整備に対するニーズは高く、同国政

府は開発調査による協力に対し高い関心と期待を有していることが確認された。

また、先方の希望する技術協力の内容が、開発調査で対応可能であることも同

時に確認された。同国政府は、調査団派遣時の協議を踏まえ、１９９９年（平

成１１年）度案件として、日本政府に対して、生産統計開発計画の正式要請書

を提出してきた。

フィリピン側の正式要請提出後、同国の生産統計調査の方法が変更になったこ

とから、事業団は、２０００年２月、鉱工業プロジェクト形成基礎調査団を派

遣し、フィリピンの生産統計に係る現状の調査と、開発調査の枠組み及び開発

調査で作成する統計調査の内容についての協議を行った。その結果、貿易自由

化の進展を背景として、品目ベースの月次生産動態統計と生産指数に対する官

民のニーズが更に高まっていること、また、月次生産動態統計調査実施や指数

算定のための基礎的なデータは整っていることが確認された。その結果、開発
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調査の内容は、品目ベースの月次生産動態統計と生産指数の開発として、日比

双方は概ね合意に至った。

このような経緯を踏まえ、事業団は以下の目的で予備調査団を派遣した。

１．開発調査の内容に関する協議

２．開発調査に対するフィリピン側への説明

３．実施細則（Implementing Arrangement: I/A）及び協議議事録の締結

２．調査団構成

団長 青山　市三 通商産業省調査統計部企画・国際室長

統計行政 新井　勝美 通商産業省調査統計部企画・国際室国際統計班長

調査企画 朝熊　由美子 国際協力事業団鉱工業開発調査部工業開発調査課

３．調査日程

６月７日（水） 東京発　マニラ着　JL741

在フィリピン日本大使館表敬

JICAフィリピン事務所と打合せ

６月８日（木） 国家統計局長と協議

６月９日（金） 国家統計調整委員会と協議

貿易産業省と協議

国家経済開発庁と協議

投資庁坂井専門家と打合せ

６月１０日（土） 資料整理

６月１１日（日） 資料整理・団内打合せ

６月１２日（月） 資料整理・団内打合せ

６月１３日（火） 国家統計局と協議

６月１４日（水） 実施細則、協議議事録署名

在フィリピン日本大使館報告

６月１５日（木） JICAフィリピン事務所報告
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マニラ発　東京着　JL742（青山団長、朝熊団員）

マニラ発　バンコク着　TG621（新井団員－タイ生産統

計開発計画フェーズ２本格調査参加）

４．主要面談者

National Statistics Office

Mr. Tomas P. Africa Administrator

Ms. Marrietta P. Morada Officer-in-Charge, Director, Industry and Trade

Statistics Dept.

Ms. Lourdes V. Homecillo Chief, Statistician V, Industry Statistics Division

Ms. Ester F. Abitona Chief, Economic Indices and Indicators Division

Ms. Janice Ybanez Statistician IV, Economic Indices and Indicators

Division

Ms. Gloria A. Cubinar Statistidcal Sampling Operations Division, Industry

and Trade Staititics Dept.

Ms. Minerva Eloisa P. Esquivias Executive Assistant IV, Office of Administrator

National Statistical Coordination Board

Mr. Francisco K. Mallion Director, Statistical Programs and Resource

Management Office

Ms. Lina V. Castro Assistant Director, Statistical Programs and

Resource Management Office

Ms. Estella V. Domingo Director, Economic and Social Statistics Department

Ms. Celia R. Guevarra Statistical Coordination Officer III, Economic Sector

B Division

Ms. Racquel Dolores R. Valiente Statistical Coordination Officer

Department of Trade and Industry

Mr. Alfredo M. Torres Director, Management Information Service
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National Economic and Development Authority

Ms. Leticia Pardinas Senior EDS, National Planning and Policy Staff

Mr. Nelsm Guevara EDS-1, Public Investment Staff

Ms. Joanne P. Tolentino EDS-1, Public Investment Staff

Board of Investment

Mr. Hiroaki Sakamoto Advisor for Policy Making, JICA Expert

在フィリピン日本大使館

堺井　啓公 一等書記官

JICAフィリピン事務所

小野　英夫 所長

勝又　晋 Assistant Resident Representative

Ms. Mima C. Bautista-Macahilig Project Liaison Officer
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第２章　調査結果

協議の結果、概ね当初方針どおりフィリピン側と合意に至り、６月１４日、

国家統計局（National Statistics Office: NSO）アフリカ局長と調査団長との間で、

実施細則（Implementing Arrangement: I/A）及び協議議事録（Minutes of Meeting:

M/M）の署名の交換が行われた（I/A及びM/Mは附属資料のとおり）。

　協議の概要を以下のとおりである。

１．開発調査の目的

開発調査の目的については、２０００年２月に派遣された鉱工業プロジェクト

形成基礎調査（以下「プロ形」という）時に概ね合意済みであり、今次調査に

おいて「迅速性・信頼性を有した月次生産動態統計調査及び各種指数の開発を

行うとともに、フィリピン側カウンターパートに対し技術移転を行う」として

合意した。

また、本開発調査が成功裏に終了し（または、しつつあり）、フィリピンが独

自の予算で通常業務として生産動態統計調査を実施することが、NSOとJICA

双方によって確認された場合には、更なる協力を行うこととして双方合意した。

ただし、その内容については、現時点で明確にすることが困難であり、双方の

意向や事情が変わる可能性もあることから、改めて、NSOとJICA（本格調査

実施コンサルタントではなく、JICAが別途派遣するミッション）との協議によ

って決定することとした。

なお、プロ形では、｢更なる協力｣の一部として想定されるシステム開発の内

容や方法について双方合意に至っていない。予備調査では、「更なる協力」にシ

ステム開発を含むかどうかを合意していないことから、その内容や方法につい

ての協議も行っていない。「更なる協力」にシステム開発を含む場合には、その

内容や方法について、フィリピン側と協議する必要がある。

　本開発調査の成果を有効に利用し、スムーズに次の協力に移行できるよう、

調査団はNSOに対し、２００２年1月から生産動態統計調査を開始できるス
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ケジュールで、予算確保等に努めてほしい旨、言及したところ、NSOは最大限

の努力を行いたい旨返答した。

国家統計調整委員会（National Statistical Coordination Board: NSCB）との協議で

は、先方は、新しい統計調査のための予算確保は困難である可能性が高いこと

から、JICAが協力することを条件として、外国援助受入れのための特別枠の予

算によって実施すればどうかと提案した。これに対し、調査団は、生産動態統

計調査は、何年に1回か実施するセンサスなどとは性格が異なり、継続性が重要

なものであることから、特別枠の予算で実施するのは適当でないと説明した。

一方、国家経済開発庁（National Economic and Development Authority: NEDA）

との協議においては、予算確保の問題があれば、公表物を有料化すればどうか

との提案がなされた。これに対して、調査団は、統計協力はNSOだけのため

に実施しているものではなく、統計そのものが社会的インフラとして国内外の

人々に使われる性格のものであり、フィリピン国全体の経済発展に寄与するこ

とが最終的な目的であることから、有料化は適当ではないと説明した。従って、

将来的にはインターネットなどで統計調査の結果を無償で提供することが重要

であると考えている旨説明を行った。

２．開発調査の内容

　開発調査の内容は、以下のとおりとしてフィリピン側と合意した。

（１）月次生産動態統計の開発（企画・設計、実査、データ解析、公表）

１）現行の統計調査のレビュー

２）調査方法の検討

３）調査対象業種、品目、事業所の選定

４）調査票の作成

５）調査実施要領・審査要領の作成

６）調査票記入要領の作成

７）プリテスト調査の実施
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８）プリテスト調査の集計、分析、問題点等の洗い出し

９）月間スケジュールの検討

１０）公表方法の検討

１１）月次生産動態統計実施計画の作成（実施スケジュールを含む）

（２）各種指数の開発

１）指数採用品目の選定

２）ウエイトの算定

３）指数の開発

４）公表方法の検討

３．開発調査の実施期間

本格調査の実施期間は、２０００年８月から２００２年２月までの1年半とし

て、フィリピン側と合意した。

もし、NSOが、２００２年1月から生産動態統計調査を開始する場合には、２

００１年中には予算が確保できるかどうかの目処が立つことになる。その場合

には、それが確認された段階で、（「更なる協力」を開発調査として実施する場

合には）フェーズ２実施の予備調査団を派遣し、その内容についての協議・M/M

の締結を行い、２００２年２月ごろから、フェーズ２の調査を開始することが

可能となる。

生産動態統計調査が開始されるのが２００２年1月からであっても、数値の審

査や信憑性の確認を行う必要があることから、それを基にした指数が公表でき

るのは、早くとも２００３年1月からとなる。従って、フェーズ２の実施期間は、

約1年強であると想定される。

４．生産動態統計調査と月次特定産業調査との関係

フィリピンでは、主要産業の生産に関する調査として、月次特定産業統合調

査（Monthly Integrated Survey of Selected Industries: MISSI）が実施されている。
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MISSIの質問項目には、品目別生産額も含まれている（ただし、質問項目に含ま

れてはいるが、記入率が低く、処理は一切なされていないことから、統計とし

て機能していない）ことから、記入者側から見た場合、開発調査で設計される

生産動態統計調査との部分的重複との指摘も予想される。

プロ形の際に、日本側は、「MISSIには、記入に時間を要する詳細な労働に関

するデータの調査が含まれていることから、これと生産動態統計調査とを一体

化した場合、生産動態統計調査の迅速性が損なわれる恐れがある。従って、生

産動態統計調査とMISSIは別のものとして実施した方がよい」と提言したところ、

フィリピン側は、当初は日本側の提案に合意していたものの、最終的には「記

入者負担の軽減から、一体化したい」との意向を示したため、合意に至らなか

った。

予備調査団が、フィリピン側に、再度、「生産動態統計調査とMISSIとを統合

する」「生産動態統計調査とMISSIとは別の調査とする」の２つの選択肢を提示

したところ、フィリピン側は「その選択肢について、本格調査で検討を行い、

最終的な判断はNSO内部で決定したい」との意向を示した。

生産動態統計調査とMISSIは、別の調査として実施した方が統計調査実施とい

う観点では適当であるものの、既述のとおり、予算上の制約もあることから、

一本化せざるを得ない状況も想定される。従って、この２つの方法のいずれに

するかは、本格調査において検討を行うこととした。

なお、MISSIに含まれている雇用に関する統計の部分については、本開発調査

の目的が生産動態統計調査及び各種指数の開発にあることから、総合的な提言

は行うものの、データ審査、データ分析、公表などの具体的な提言は行わない

ことで、フィリピン側の了解を得た。

５．共同作業とカウンターパートの配置

調査団が、開発調査は双方の共同作業によって実施することから、フィリピン

側がカウンターパートを配置することが必要であると言及したところ、NSOは、

１０名のカウンターパートをメンバーとして配置するとともに、うち、1名は、
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本調査にフルタイムで配置するものとし、カウンターパート名を提示した（M/M

参照）。

６．タスク・フォースの設置

調査団は、開発調査や統計調査の実施及びその結果の有効活用のためには、関

係諸機関との協力・連携が不可欠であることから、同国の統計調整機関である

NSCB、産業政策策定機関である貿易産業省（Department of Trade and Industry）

及びその傘下の投資庁（Board of Investment）、民間団体などをメンバーとするス

テアリング・コミッティの設置を提案した。

これに対し、NSOは、「ステアリング・コミッティ」という名称である場合、

開発調査のための組織として理解されない懸念があり、その場合、統計に関す

るフィリピン国における調整機関はNSCBなので、NSOがコミッティを設置する

ことには問題があるとした。従って、「タスク・フォース」という名称とし、NSCB

が合意すれば、設置するとした。

調査団は、「タスク・フォース」という名称であっても、その目的は、当初、

日本側が想定した「ステアリング・コミッティ」と同一のものであることから、

何ら問題がないものと判断し、同意した。

調査団は、NSCB、NEDA、DTIとの協議において、協力の依頼を行ったところ、

いずれの機関も、本開発調査に高い関心と期待を示し、同意を得ることができ

た。また、その他の機関として、中央銀行、BOI等もメンバーとすることで、NSO

と合意した。

７．プリテスト・サーベイの実施

プリテストの実施方法について、プロ形の結果を踏まえ、以下のとおり日本側

から提案を行い、フィリピン側は基本的に合意した。

１）調査票の準備（共同作業）

２）調査対象事業所の選定（共同作業）
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３）プリテストの企画・設計（共同作業）

４）調査員マニュアルの作成（共同作業）

５）現地コンサルタントへの再委託（JICA調査団）

６）調査票の配布（現地コンサルタント－場合によってはJICA調査団及びNSO

スタッフが同行する）

７）調査票の回収（現地コンサルタント－場合によってはJICA調査団及びNSO

スタッフが同行する）

８）データ入力（現地コンサルタント）

９）データ審査（共同作業）

　１０）データ分析（共同作業）

　１１）プリテスト結果の総合評価（共同作業）

しかしながら、NSOは、プリテストのローカルコンサルタントによる実施につ

いては、「コンサルタントを使う場合、NSOは守秘義務を保証できない。従って、

企業の協力が得られず、回収や統計の精度に問題が出るのではないか」とコメ

ントした。

これに対し、調査団は、「プリテストは、『この項目は書きやすいか、書きに

くいか、記入者に質問の意味が伝わらないような表現はないか』といったこと

を確認するために実施するものなので、回収率を確保して、結果を統計として

分析するものではない」と説明をおこなった。

最終的にNSOは、日本側の提案を了解したが、先方の懸念については、先方の

希望により、M/Mに記録されている。

なお、プロ形の際に、フィリピン大学など現地コンサルタントとして活用でき

る可能性のある機関の訪問を行った結果、これらの機関をプリテストに利用し

ても、過去のこれらの機関の経験・実績から、ある程度の企業の協力は得られ

ることが明らかとなっている。従って、現地コンサルタントを用いてプリテス

トの目的を達することには、大きな問題はないものと思われる。

プリテストは、MISSIとは別の調査として実施し、マニラ及びカラバルソン（カ

ビテ州、ラグナ州、バタンガス州、リサール州、ケソン州）を対象とすること

について、双方合意した。
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プリテストの対象事業所は約６００事業所として、プロ形の際にフィリピン側

と合意したが、今回の調査時に、NSCB及びDTIから、６００事業所では本番の

調査の対象事業所数と変わりなく、プリテストの対象事業所数としては多すぎ

るのではないかとのコメントが寄せられた。

このコメントに対し、調査団は、「生産動態統計調査の調査票には、あらかじ

め品目名を記入しておくことが、信憑性及び迅速性の確保の観点から重要であ

る。調査票に品目名を記入しておくということは、業種ごとに調査票を作成す

る必要があるということである。プリテストによって調査票の書きやすさを調

べるという目的を達成するには、各業種ごとに一定数の事業所を対象としてプ

リテストを実施する必要がある」と説明したが、６００事業所という数値につ

いては同意が得られなかった。

調査団がNSOと最終的に打ち合わせを行ったところ、NSOは、本格調査の段階

でその数を決定すればよいとのスタンスであったが、３ヶ月で延べ６００事業

所と考えれば、1回当たり２００事業所となり、数としては妥当ではないか、と

のコメントがなされた。

プリテストの対象事業所数については、1業種１０事業所程度は確保すべきで

あると思われる。ただし、業種数については、現段階では未定であることから、

プリテストの対象事業所数を正確に決めることは困難であるが、２０業種程度

は想定され、1回当たり２００事業所程度は必要であると思われる。具体的な数

値は、本格調査実施に際して確定することとする。

８．開発調査の対象地域

本予備調査団は、「開発調査で作成する生産動態統計調査は全国を対象として

調査対象事業所の選定を行うが、JICA調査団自体がすべての企業や地方事務所

を訪問するのは不可能であることから、JICA調査団自体の訪問は、事業所が集

中しているメトロマニラ、カラバルソン、セブ州としたい」と、NSOに対して

説明を行った。

これに対しNSOは、ダバオ市とカガヤン・デ・オロ市もJICA調査団の訪問地

域に含めてほしいとコメントした。

調査団は、「今回の開発調査は、統計の企画・設計段階であり、パイロット的
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にいくつかの地方事務所や企業の状況を調べることとして、主要な地域を選定

しているため、必要であれば統計調査実施段階で加えることを検討してはどう

か。」と説明を行ったが、NSOは、特にダバオ市については今回の開発調査でも

含めてほしい旨要望した。

ダバオ市は、予備調査時には外務省の危険度が発出されていないが、治安が悪

化した場合には調査が実施できない可能性もあることから、予備調査団は本邦

関係者に照会を行った上で「必要で、かつ状況がよい場合には、ダバオ市もJICA

調査団が訪問する可能性がある」としてフィリピン側と合意した。

９．執務スペースの確保

本格調査の団員（４名強）及びその秘書３名程度が執務するスペースの確保を

NSO側に確認したところ、1室が調査団用に提供されることを確認した。なお、

机及び椅子等は、本格調査の現地調査開始までにNSOが準備すると約束した。

１０．その他合意事項

　I/A及び今次のM/Mで特記されている他は、２０００年３月に署名を行ったプ

ロ形時のM/Mに従うこととして、フィリピン側と合意した。その内容は以下の

とおりである。

（１）生産動態統計調査の調査項目

　生産動態統計調査は、品目別・数量ベースの調査とし、調査項目は生産数量・

金額、出荷数量、在庫数量を基本とする。受入数量、国内販売・輸出・その他

出荷に区別された出荷数量、月次生産能力については、実現性を考慮した上で、

慎重に対応する。

　フィリピン側が希望した「インフォーマル・セクターや家内工業を含めた労働

者数や生産額に関する月次調査」は日本には存在しないことから、日本はノウ

ハウを有しておらず、さらに、生産動態統計調査が求められる迅速性を阻害す

る懸念があることから、含まないこととする。
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（２）生産動態統計調査の範囲

　生産動態統計調査は製造業を対象とする。

（３）生産動態統計の対象事業所

　生産動態統計調査は事業所ベースで行い、対象事業所は約６００～７００事

業所程度を想定することで、双方合意した。現行のMISSIの対象事業所が中心と

なるが、若干の事業所は入れ替えを行うこととなる見込みである。

（４）生産動態統計調査の公表

　生産動態統計調査の分析は、早期公表を行うため、「どのサブセクター・品目

群・品目が、上昇・下降等の変動要因か」といった基本的な統計分析であり、

マクロ経済分析、経済・産業予測、政府の政策指針については、公表に含まれ

ない。

（５）工業指数の開発

　生産、出荷、在庫、在庫率指数の４指数を作成する。

　また、その他２種類の指数の作成を行うが、どの指数を作成するかについて

は、その信憑性や可能性によって判断することとする。

（６）共同作業の経費

　日本側は、NSOやカウンターパート個人に、業務委託費や謝礼、旅費等を支

払うことはできないため、共同作業時に必要な経費はNSOが準備する。

（７）現行調査の個票の使用

　NSOは、品目や事業所の選定等に用いるため、調査団及び調査団が雇用する

秘書が「守秘義務を負い、他の目的には使用しない」という条件下において、

現行の調査（MISSI、センサス、年次調査）の個票を閲覧、転記、データ加工す

ることを許可する。

（８）調査用資機材

　開発調査で使用する資機材は、調査終了後、先方政府の要請に基づいて供与
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するケースがあるが、フィリピン側が要請したトヨタ・ハイ・エース２台は、

調査団の車両借り上げで対応可能であることから、調査用資機材には含まれな

い。なお、コンピューターは調査団が使用する可能性があるが、フィリピン側

が要望した２０台という数を使用・供与することはない。

以上
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